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重点目標 基本的方策 平成21年度取組予定 平成21年度(上半期）取組結果 担当課

１　県民の防犯意識を
高め、県民、事業者、
地域活動団体による
自主的な活動を促進
する

(1)県民一人ひとり
の防犯意識を高め
る

１．広報紙への掲載
（１）県広報紙「さんＳＵＮ高知」
（２）犯罪の防止に配慮した生活環境の整備を行う団体の支援（モデル地区３箇所）に対する情
報及び環境整備活動用資材を提供し、その団体の活動を県民生活・男女共同参画課広報紙「安
全安心まちづくりニュース」で広報する。
（４）警察署所在地・交番・駐在所勤務員が作成し月刊で発行している「ミニ広報紙」「交番等速
報」
（５）各地域安全協（議）会の発行する「地域安全ニュース」
２．あんしんFメールによる情報発信及び登録の働きかけを行う。
３．ホームページでの広報
（１）県民生活・男女共同参画課ホームページ
（２）高知県警察ホームページ「こうちのまもり」
４．テレビ・ラジオを利用した広報
５．県有車へのマグネットシート貼り付け（毎月５日、第３木曜日、地域安全運動期間中）
６．「安全安心まちづくりハンドブック」作成
７．安全安心まちづくりに関するポスターの募集及び配布
８．高知県警察本部安全安心まちづくりコーナーへの防犯機器の展示
９．安全安心まちづくりパネル展の実施
10．リーフレット、グッズ等を利用した広報
11．防犯設備業者との連携による情報発信

県民生活・男女共
同参画課
(知事部局）
スポーツ健康教育
課
（教育委員会）
生活安全企画課
（警察本部）
地域課（警察本部）

(2)県民、事業者、
地域活動団体によ
る自主的な活動を
促進する

１．県民のつどい開催（１０月９日予定）
２．全国地域安全運動期間中に街頭で啓発
３．地域における街頭キャンペーンの実施
４．地域における防災フェア等への参加
５．県有車にマグネットシート貼り付け（毎月５日、第３木曜日、地域安全運動期間中）（再掲）
６．広報紙「さんＳＵＮ高知」「安全安心まちづくりニュース」での広報(再掲）
７．団体会報等による活動内容の公表を促進
８．ホームページでの広報(再掲）
（１）県民生活・男女共同参画課ホームページ
（２）高知県警察ホームページ「こうちのまもり」
９.安全安心まちづくり活動の手引きの作成
10.安全安心まちづくりに関するポスターの募集及び配布(再掲）
11.タウンポリスの設立促進
12.タウンポリス等防犯団体への物品支援
13高齢者防犯教室の開催
14スクールガード・リーダーの委嘱及びスクールガード養成講習会の開催
15.安全安心まちづくり担当者等研修会の開催
16.青色回転灯装備車両運行団体の拡充
17事業者等の安全シェルター活動の促進
18.老人クラブへの加入促進
19.各期の交通安全運転期間中に交通安全とあわせて安全安心まちづくりに関する啓発を行う。
20.地域における防災フェア等への参加
21.市町村・各種防犯活動団体等の会合において情報の交換・共有を行う。

高齢者福祉課（知
事部局）
県民生活・男女共
同参画課
スポーツ健康教育
課
生活安全企画課

２　県民、事業者、地
域活動団体、行政の
連携を進める

(1)県民運動として
取り組むための仕
組みをつくる

１．安全安心まちづくりに関するポスターの募集及び配布(再掲）
２．安全安心まちづくり推進会議構成員等にシンボルマーク等の活用を呼びかける。
３．高知県ホームページでの広報(再掲）
４．安全安心まちづくり推進会議総会、幹事会の開催
　　（総会　平成２２年２月、幹事会　平成２１年６月、平成２１年１２月）
５． 犯罪のない安全安心まちづくり市町村情報交換会の開催　（８月　４ブロックで開催予定）
６．市町村との情報交換会の開催
７．地域安全協（議）会の行う会議等に対して、市町村担当者の参加を要請
８．市町村担当者への情報提供

県民生活・男女共
同参画課
スポーツ健康教育
課
生活安全企画課

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定（要約版）
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重点目標 基本的方策 平成21年度取組予定 平成21年度(上半期）取組結果 担当課

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定（要約版）

２　県民、事業者、地
域活動団体、行政の
連携を進める

(2)日常の生活の場
におけるネットワー
クをつくる

１．ホームページでの広報
（１）地震・防災課ホームページ
（２）県民生活・男女共同参画課ホームページ（再掲）
（３）高知県警察ホームページ「こうちのまもり」(再掲）
２．地域等を対象とした出前講座等で、防犯・防災活動等の事例を紹介
３．防犯活動団体総会での情報提供
４．防災フェア等への参加(再掲）
５．「ミニ広報紙」、「交番等速報」等による情報等の提供（再掲）
６．テレビ・ラジオを利用した広報の実施(再掲）
７．県域レベルでの地域の見守り協定の取り組みを推進する。
８.安全安心まちづくり協定の締結
９.シェルター活動協定の締結
10.防犯活動団体との合同パトロールの実施
11.助成事業の実施（要綱制定・市町村における広報・説明会の実施）
12.中山間総合対策本部における庁内の連携体制の構築

地震･防災課(知事
部局）
保健福祉課（知事
部局）
県民生活・男女共
同参画課（知事部
局）
地域づくり支援課
（知事部局）
生活安全企画課
地域課

３　高齢者、障害者、
女性、子どもの安全
を確保する

(1)学校等における
児童等の安全を確
保する

１．学校長・事務長会議での指針の周知　（８月～１０月）
２．私立小中高等学校において、危機管理マニュアル（教委等で作成）をそのまま活用している
ため、実際の現場で活用できるよう日頃の意識喚起に努める。
３．障害者施設への実地指導の際に、安全管理(事故防止・感染症予防・防災）マニュアルの策
定や不審者侵入の防止訓練を行っているかを確認するとともに、事業者向けの説明会等で周
知・啓発を行う。
４．各私立学校を訪問し、防犯訓練の実施等、学校における安全確保体制・安全教育の実施状
況の確認と安全教育に関する情報提供を行う。（８月～１０月）
５．教育委員会、スクールガード・リーダー、少年補導員等と連携し子どもの安全確保に取り組
む。
６．児童養護施設等に対して、「児童福祉施設等における児童の安全の確保について」の点検項
目の取り組み状況の調査にあわせて指針の周知を図る。
７．児童養護施設等に対して、防犯のための避難訓練等の実施について、確認し指導する。
８．児童養護施設等に対して、安全確保の取組状況及び安全教育の実施状況を確認し指導す
る。
９.　放課後子どもプラン推進事業の実施
（１）市町村を通じ、各「放課後子ども教室」及び「放課後児童クラブ」に安全管理マニュアルの作
成について周知
（２）指導員、行政担当者等への各種研修会の開催（７回）
10.防犯教室推進講習会の開催
11.児童に対する防犯教室の開催
12.スクールガード・リーダーの委嘱及びスクールガード養成講習会の開催（再掲）
13.危機管理マニュアルの参考例を各市町村に配布し、幼稚園・保育所・認定子ども園及び認可
外保育施設のマニュアル整備を促進する。
14全市町村を訪問し、幼稚園・保育所・認定こども園の安全管理を推進する。
15.幼稚園・保育所・認定こども園の園内研修の充実
16.各学校の作成した危機管理マニュアルについて、訓練を通して見直しを行うよう市町村教育
委員会に対し働きかけを行う。
17.不審者対応訓練の実施
18運営管理マニュアル作成等に対し、情報提供等による支援を行う。
19.学習塾に対する児童等の安全の確保について、新たに国の通知等があれば県内の学習塾に
対して周知を行う。
20..子どもの安全安心に関する国からの文書を社会教育関係団体に配布し周知するとともに、地
域全体で安全確保について取り組むよう依頼する。
21.安全マップの作成指導、安全マップの必要性を周知する講演を行う。
22.私立学校の防犯施設、設備の整備に要する費用に対する補助事業実施
23.学校等の設置・管理者に対する整備・点検の働きかけ
24.私立園長会や市町村立の園長会で、安全管理・安全教育の推進について園長・所長に働き
かける。

私学・大学支援課
（知事部局）
障害保健福祉課
(知事部局）
こども課（知事部
局）
幼保支援課（教育
委員会）
生涯学習課（教育
委員会）
スポーツ健康教育
課
生活安全企画課
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重点目標 基本的方策 平成21年度取組予定 平成21年度(上半期）取組結果 担当課

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定（要約版）

児童家庭課
保健福祉課
県民生活・男女共
同参画課
幼保支援課
小中学校課（教育
委員会）
高等学校課（教育
委員会）
特別支援教育課
（教育委員会）
生涯学習課
スポーツ健康教育
課
人権教育課（教育
委員会）
生活安全企画課
少年課

道路課（知事部局）
公園下水道課（知
事部局）
幼保支援課
生涯学習課
スポーツ健康教育
課
生活安全企画課
少年課（警察本部）

３　高齢者、障害
者、女性、子どもの
安全を確保する

(2)通学路等におけ
る児童等の安全を
確保する

１．全市町村を訪問し、幼稚園・保育所・認定こども園の安全管理・安全教育を推進する。（再掲）
２．幼稚園・保育所・認定子ども園の園内研修の充実（再掲）
３．放課後子どもプラン推進事業(再掲）
（１）市町村を通じて、各「放課後子ども教室」及び「放課後児童クラブ」に安全管理マニュアルの
作成について周知
（２）指導員・行政担当者等への各種研修会の開催（７回）
４．防犯教室推進講習会の実施(再掲）
５．スクールガード・リーダー、青色回転灯装備車両運行団体及び防犯活動団体等に対する「地
域安全ニュース」等を活用した指針の周知
６．通学路安全の日(三もくの日）の取組の推進
７．高知県警察スクールサポーターの活動の充実・推進
８.「こども１１０番のいえ」の見直し及び拡充
９．「ちょきちゃんの店」等の緊急避難所との連携を強化
10.道路照明設置（通学路等10基）
11.ロードボランティア活動の促進（団体数530団体、活動日数6,044日）
12.公園台帳管理システム研修会での安全安心まちづくりに関する指針の周知、及び指定管理
者との防犯に配慮した維持管理を行う。
13.スクールガード、スクールガード・リーダーによる危険箇所を学校に通報してもらい、市町村教
委に連絡、整備し、改善の働きかけを行う。
14.関係機関との情報交換の強化

(3)子どもの安全を
確保する

１．広報紙への掲載（再掲）
（１）県広報紙「さんＳＵＮ高知」
（２）県民生活・男女共同参画課広報紙「安全安心まちづくりニュース」
２． ホームページでの広報(再掲）
（１）教育委員会ホームページ
（２）高知県警察ホームページ「こうちのまもり」
３．テレビ・ラジオを利用した広報(再掲）
４．テレビ・ラジオでのスポット放送による虐待通告義務等の広報
５．各市町村の民生委員・児童委員の活動費に対する助成
６．民生委員・児童委員の資質向上を目的とした研修の実施
７．子どもの安全安心に関する国からの文書を社会教育関係団体に配布し周知するとともに、地
域全体で安全確保について取り組むよう依頼（再掲）
８．高知県保幼小中高ＰＴＡ連合体連絡協議会を開催し、虐待やいじめの発生状況や今後の取り
組み等についての協議実施
９.問題を抱える子ども等の自立支援事業の実施
10.生徒指導総合連携推進事業の実施
11.スクールソーシャルワーカー活用事業の実施
12.人権教育総合推進地域指定事業の実施
13.保育士・教員を対象に資質･専門性を高める研修の実施
14.警察署各地区における研修会の実施
15.虐待やいじめから地域ぐるみで子どもを守るネットワーク代表者研修会等の実施
16.幼稚園・保育園・認定子ども園の園内研修の充実（再掲）
17.県内各地区での子育て講座の開催
（１）子育て支援者研修会の開催（５回）
（２）家庭教育出前講座の開催
18.非行防止教室の実施
19.薬物乱用防止教室の実施
20.防犯教室推進講習会の実施(再掲）
21.犯罪被害防止教室の実施
22.インターネットと人権に関する研修の実施
23.インターネット・モラル教育の実施
24.電話による相談・相談援助活動を委託により実施し、家庭と地域の児童養育を支援
25.子育て・親育ち支援に係る事業を実施し、育児不安の解消や良好な親子関係の構築を支援
する。
26.少年相談による支援
27.放課後子どもプラン推進事業(再掲）
（１）市町村を通じ、各「放課後子ども教室」及び「放課後児童クラブ」に安全管理マニュアルの作
成について周知
（２）指導員、行政担当者等への各種研修会の開催（７回）
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高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定（要約版）

(5)観光旅行者等の
安全を確保する

１．高知県警察ホームページ「こうちのまもり」による不審者情報の提供(再掲）
２．高知県旅館ホテル生活衛生同業組合等に対して情報の発信を行う。
３．観光事業者の団体（旅館組合）総会での研修実施の依頼

観光振興課（知事
部局）
生活安全企画課

４　犯罪の防止に配
慮した生活環境の整
備を促進する

(1)犯罪の防止に配
慮した道路、公園、
駐車場及び駐輪場
を普及する

１．商工業関係団体への周知の依頼
２．県民生活・男女共同参画課ホームページによる指針の広報
３．市町村との情報交換会、道路課等の担当者会等を通じ指針の広報を行う。
４．担当者会等で犯罪の防止に配慮した道路等の構造・整備等に関する指針を周知する。
５．市町村都市計画主管課長会（５月２２日）や市町村担当者会において、安全安心まちづくり推
進計画の取組内容を説明
６．公園台帳管理システム研修会での安全安心まちづくりに関する指針の周知及び指定管理者
との防犯に配慮した維持管理の協議を行う。
７．地域安全ニュース等による指針の広報
８．防犯セキュリティアドバイザー等との連携強化
９．道路照明設置　（通学路等10基）（再掲）
10.ロードボランティア活動の促進　（団体数530団体、活動日数6,044日）（再掲）
11.道路照明の設置　（117基）
12.都市計画道路の設置

経営支援課(知事部
局）
県民生活・男女共
同参画課
道路課
都市計画課(知事部
局)
公園下水道課
生活安全企画課
施設整備担当各課

(2)犯罪の防止に配
慮した住宅を普及
する

１．「高知県犯罪のない安全安心まちづくり指針（共同住宅編・一戸建て住宅編）」のリーフレット
の配布
２．ホームページによる情報提供
（１）住宅課ホームページで犯罪防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針の情報提供
（２）高知県警察ホームページ「こうちのまもり」による防犯に関する情報の提供
３．地域安全ニュース等による指針の広報
４．防犯セキュリティアドバイザー等との連携を強化する。
５．安全安心まちづくりコーナーへの防犯機器の展示（常設）
６．県営住宅の整備（介良団地）
７．巡回連絡、高齢者宅訪問時の防犯指導等の実施

県民生活・男女共
同参画課
住宅課(知事部局）
建築指導課(知事部
局）
生活安全企画課

(3)犯罪の防止に配
慮した店舗等を普
及する

１．金融機関等における強盗模擬訓練
２．防犯設備設置に対する促進
３．深夜スーパー等への非常ベル設置の促進
４．深夜スーパー等へのカラーボールの配備促進

生活安全企画課

１．県民へのＤＶ問題の広報啓発・相談カードの設置
(1)マスコミ報道等を活用した速報性のある広報
(2)地域の活動等を活用団体の研修会等を利用した啓発
(3)「デートＤＶ」啓発資料の活用
２．特別養護老人ホーム等の実地指導における周知・啓発
３．市町村や事業者向け説明会における周知・啓発
４．消費者サポーター養成講座の実施
５．地域で活動する団体等への情報提供
６．高齢者訪問活動の実施
７．悪質商法被害防止教室の開催
８．日常における地域警察活動の強化
９．市町村職員や地域包括支援センター職員への見守り活動に対する情報提供や他機関との連
携の支援（再掲）
10．障害者施設への実地指導の際に、安全管理(事故防止・感染症予防・防災）マニュアルの策
定や不審者侵入の防止訓練を行っているか確認するとともに、事業者向けの説明会等で周知・
啓発を行う。(再掲）
11.市町村における障害者への相談支援体制の整備及び地域自立支援協議会の活動を支援す
る
12．障害者にとって身近な支援者（障害者相談員・ホームヘルパー・民生委員）に対して、障害者
が被害に遭わないための情報の提供を行う。
13．高知県警察ホームページ「こうちのまもり」によるひったくり、強制わいせつ等の犯罪情報の
提供
14．地域安全ニュース・ミニ広報紙・交番・駐在所速報による広報
15．要望に応じた講習の実施
16．防犯活動団体等と連絡を密にすることにより、情報共有を徹底し、適宜見守り活動を要請す
る。

障害保健福祉課
高齢者福祉課(知事
部局）
県民生活・男女共
同参画課
生活安全企画課
地域課

３　高齢者、障害者、
女性、子どもの安全
を確保する

(4)高齢者、障害
者、女性の安全を
確保する


